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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　癌に罹っており、かつ放射線曝露又は化学療法を受けているヒト患者の治療剤であって
、少なくとも７５ｍｇのスーパーオキシドジスムターゼ模倣体を含む単位用量製剤を、前
記患者に投与することを特徴とし、スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、式（ＧＣ４
４１９）：
【化１】

に該当し、式中、Ｘ及びＹは、独立して中性の又は負に帯電した配位子である、治療剤。
【請求項２】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、経口、非経口、静脈内、動脈内、皮下、
筋肉内、眼窩内、嚢内、脊髄内、腹腔内、胸骨内、局所、経鼻、経皮、頬、眼内、膀胱内
、髄腔内、腸内、肺内、リンパ管内、腔内、膣内、直腸内、経尿道的、皮内、眼内、耳内
、乳房内、同所、気管内、病巣内、経皮的、内視鏡的、経粘膜的、舌下、及び腸管内の投
与のうちのいずれか１つによって投与される、請求項１に記載の治療剤。
【請求項３】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、経口、非経口、静脈内、動脈内、皮下、
筋肉内、眼窩内、嚢内、脊髄内、腹腔内、胸骨内、局所、経鼻、経皮、頬、及び眼内の投
与のうちのいずれか１つによって投与される、請求項１または２に記載の治療剤。
【請求項４】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、静脈内に投与される、請求項１～３のい
ずれかに記載の治療剤。
【請求項５】
　前記患者の血漿中の前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体濃度の測定から計算して
少なくとも４０００ｎｇ－時／ｍＬの曲線下面積（ＡＵＣ）が測定される曝露量を提供す
るための前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体を、前記患者に投与することを特徴と
する、請求項１～４のいずれかに記載の治療剤。
【請求項６】
　前記患者が、組織損傷を有するか、または組織損傷のリスクを有する、請求項１～５の
いずれかに記載の治療剤。
【請求項７】
　前記組織損傷が、スーパーオキシドジスムターゼ活性によって調節されるものである、
請求項６に記載の治療剤。
【請求項８】
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　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、式（ＧＣ４４１９）に該当するスーパー
オキシドジスムターゼ模倣体及び薬剤的に許容できる担体を含む医薬組成物として投与さ
れるものである、請求項１～７のいずれかに記載の治療剤。
【請求項９】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、０．２５ｍｇ／ｍＬ～３．５ｍｇ／ｍＬ
のスーパーオキシドジスムターゼ模倣体を含む溶液中に溶解され、ＩＶバッグに含有され
るものである、請求項１～８のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１０】
　Ｘ及びＹが、単座配位子から独立して選択される、請求項１～９のいずれかに記載の治
療剤。
【請求項１１】
　Ｘ及びＹが、アクオ配位子、ハロ配位子、カルボキシレート配位子、及びビカルボキシ
レート配位子からなる群から独立して選択されるものである、請求項１～１０のいずれか
に記載の治療剤。
【請求項１２】
　Ｘ及びＹが、クロロ配位子である、請求項１～１１のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１３】
　少なくとも１００ｍｇの前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体を、前記患者に投与
することを特徴とするものである、請求項１～１２のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１４】
　少なくとも１５０ｍｇの前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体を、前記患者に投与
することを特徴とするものである、請求項１～１３のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１５】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体の単位用量製剤を６０分以内に投与すること
を特徴とするものである、請求項１～１４のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１６】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、放射線療法又は化学療法の前に、又はそ
れと同時に前記患者に投与されるものである、請求項１～１５のいずれかに記載の治療剤
。
【請求項１７】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、放射線療法又は化学療法の前であるが後
ではなく前記患者に投与されるものである、請求項１～１６のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１８】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、放射線療法又は化学療法の少なくとも３
０分前に前記患者に投与されるものである、請求項１～１７のいずれかに記載の治療剤。
【請求項１９】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、放射線療法又は化学療法の後に前記患者
に投与されるものである、請求項１～１５のいずれかに記載の治療剤。
【請求項２０】
　前記スーパーオキシドジスムターゼ模倣体が、放射線療法又は化学療法の１２週間後ま
でに前記患者に投与されるものである、請求項１～１５のいずれかに記載の治療剤。
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